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軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

的
・
精
神
障
害
者
等
が
所
有
・
使

用
す
る
軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
で
、

障
害
者
１
人
に
つ
き
１
台

●
申
請
に
必
要
な
も
の

左
表
の

と
お
り

※
障
害
の
内
容
に
よ
り
減
免
に
な

ら
な
い
場
合
や
、
家
族
運
転
で

も
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
普
通
自
動
車
税
の
減
免
や

タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助
成
利
用

券
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合

次
に
該
当
す
る
車
両
は
、
申
請

す
る
こ
と
で
軽
自
動
車
税
の
全
額

が
減
免
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
平
成

年
度
に
減
免
を

２８

受
け
て
い
る
人
に
は
、
平
成

年
２９

度
の
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

◎
対
象
車
両

■
障
害
者
等
が
所
有
す
る
車
両

一
定
の
障
害
以
上
の
身
体
・
知

は
減
免
で
き
ま
せ
ん
。

■
公
益
の
た
め
に
所
有
す
る
車
両

社
会
福
祉
法
人
等
が
社
会
福
祉

事
業
を
す
る
た
め
に
所
有
し
て
い

る
軽
自
動
車
等

●
申
請
に
必
要
な
も
の

代
表
者

の
印
鑑
・
車
検
証
・
社
会
福
祉
法

人
の
定
款
等

■
構
造
車
両

車
い
す
移
動
車
等
、
身
体
障
害

者
が
利
用
す
る
た
め
に
構
造
を
改

造
し
、
乗
降
用
ス
ロ
ー
プ
や
固
定

装
置
を
装
備
し
た
軽
自
動
車
や
消

防
車
等

●
申
請
に
必
要
な
も
の

印
鑑
・

車
検
証
・
車
両
や
写
真
等
、
構
造

の
わ
か
る
も
の

◎
申
込

５
月

日
昌
ま
で
の
午
前
８
時

３１
分
～
午
後
５
時

分（
松
掌
抄

３０

１５

を
除
く
）に
、
そ
れ
ぞ
れ
申
請
に

必
要
な
も
の
を
持
ち
市
民
税
課

■問
▼
市
民
税
課

（
緯〈

〉２
２
１
３
）

７１

障害者等が所有する車両の減免申請に必要なもの

必要なもの運転者

①印鑑 ②車検証 ③運転免許証 ④身体障
害者手帳・戦傷病者手帳のいずれか１つ障害者本人

①印鑑 ②車検証 ③運転免許証 ④身体障
害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳のいずれか１つ

障害者と同一世帯
の家族

①印鑑 ②車検証 ③運転免許証 ④生計同
一証明書 ⑤身体障害者手帳・戦傷病者手
帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のい
ずれか１つ

障害者と同一世帯
でない家族

①印鑑 ②車検証 ③運転免許証 ④常時介
護証明書 ⑤身体障害者手帳・戦傷病者手
帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のい
ずれか１つ

常時介護する人

い
合
わ
せ
を
し
、
早
め
に
手
続

を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
車
種
・
区
分
・
ナ
ン
バ
ー
・
手

続
場
所

左
表
の
と
お
り

軽
自
動
車・バ
イ
ク
の
名
義・住
所

変
更
、廃
車
手
続
は
３
月
末
ま
で
に

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
の
所
有
者
に
対
し
て
１
年

分
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
月
割
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
４
月
２
日
以
降

に
廃
車
等
を
し
て
も
、
全
額
を
納

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
３
月
下
旬
は
大
変
混
雑
し
ま
す

の
で
、
必
要
書
類
等
事
前
に
問

■問
▼
市
民
税
課

（
緯〈

〉２
２
１
３
）

７１

車種・区分・ナンバー・手続場所

手続場所ナンバー車種・区分

市民税課、明祥支所、桜井支所、
北部出張所安城市

二輪１２５㏄以下
原動機付自
転車

三輪以上
（ミニカー）
２０㏄超５０㏄以下
農耕作業用

（トラクター等）小型特殊自
動車 その他

（フォークリフト等）
愛知県軽自動車協会三河分室（豊田
市若林西町西葉山４８－１／緯０５６５
〈５２〉３１１１）

１三河
二輪１２５㏄超２５０㏄
以下

（側車付含む）
軽自動車

愛知県軽自動車検査協会愛知主管
事務所三河支所（豊田市若林西町西
葉山４８－２／緯０５０〈３８１６〉１７７２）

三河

三輪・四輪

トレーラー

愛知運輸支局西三河自動車検査登
録事務所（豊田市若林西町西葉山
４６／緯０５０〈５５４０〉２０４７）

２５０㏄超二輪の小型
自動車
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大
会
開
催
に
伴
い
、
周
辺
道
路

を
交
通
規
制
し
ま
す
。
規
制
や
う

回
路
等
は
、
現
地
係
員
の
指
示
に

従
っ
て
く
だ
さ
い
。
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

●
規
制
日
時

２
月

日
掌
午
前

１２

９
時

分
～

時

分

１５

１１

３０

●
規
制
箇
所

デ
ン
パ
ー
ク
周
辺

（
左
図
参
照
）

●
そ
の
他

駅
伝
大
会
コ
ー
ス
へ

は
、
自
転
車
の
侵
入
も
不
可

●
問
い
合
わ
せ

市
体
育
館（
緯

〈

〉３
５
３
５
）

７５■
デ
ン
パ
ー
ク
無
料
デ
ー

当
日
は
午
前
８
時
か
ら
、
無
料

で
入
園
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

デ
ン
パ
ー
ク

デンパーク東交差点

デンパーク西交差点

赤松町交差点

デンパーク

凡 例
大会コース

う回路

進入禁止

交通規制図

（
緯〈

〉７
１
１
１
）

９２

■
あ
ん
く
る
バ
ス
の
規
制

規
制
中
、
次
の
バ
ス
停
に
は
停

車
し
ま
せ
ん
。
上
之
切
止
南
部
線

３
・
５
便
目

和
泉
北
止
南
部
線

３
～
５
便
目

●
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課

（
緯〈

〉２
２
４
３
）

７１

暫
防
災
に
関
す
る
意
見
交
換
等

※
事
業
に
は
、
市
内
在
住
者
、
交

流
地
域
在
住
者
そ
れ
ぞ
れ
５
人

以
上
の
参
加
が
必
要
で
す
。

※
政
治
、
宗
教
及
び
営
利
を
目
的

と
す
る
も
の
、
公
の
秩
序
を
乱

す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
対
象

外
で
す
。

●
補
助
内
容

事
業
を
実
施
す
る

市
へ
の
交
通
費
・
会
場
使
用
料
等

の
２
分
の
１（
上
限

万
円（
千
円

１０

未
満
は
切
捨
て
）、予
算
を
超
え
る

申
込
が
あ
っ
た
場
合
は
抽
選
）

●
申
込

２
月
１
日
昌
～

日
晶

２４

午
前
８
時

分
～
午
後
５
時

分

３０

１５

に（
松
掌
抄
を
除
く
）、申
込
書
、

会
員
名
簿
、
活
動
内
容
の
分
か
る

も
の
、
交
流
事
業
の
計
画
書
及
び

予
算
書（
様
式
は
自
由
）を
持
参
か

郵
送（
必
着
）で
市
民
協
働
課（
〒

－

８
５
０
１
住
所
記
載
不
要
）

４４６※
申
込
書
は
同
課
・
市
公
式
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
で
配
布
。

※
申
請
予
定
額
が
予
算
の
上
限
に

達
す
る
ま
で
は
、
随
時
受
付
し

ま
す
。

国
内
交
流
事
業
に
補
助
金
を
交
付

本
市
と
災
害
時
相
互
応
援
に
関

す
る
協
定
を
締
結
し
た
市
と
の
教

育
、
文
化
、
産
業
等
に
お
け
る
交

流
を
支
援
し
ま
す
。

●
対
象
団
体

市
内
在
住
の
５
人

以
上
で
構
成
し
、
規
約
等
が
あ
り
、

市
内
で
活
動
し
て
い
る
団
体

●
対
象
事
業

千
葉
県
香
取
市
、

富
山
県
砺
波
市
、
石
川
県
加
賀
市
、

長
野
県
飯
田
市
、
岐
阜
県
多
治
見

市
、
静
岡
県
掛
川
市
、
半
田
市
、

新
城
市
で
活
動
す
る
団
体
と
各
市

又
は
市
内
で
実
施
す
る
次
の
交
流

事
業

暫
ス
ポ
ー
ツ
や
音
楽
、
演
劇
等
を

通
じ
た
交
流

暫
地
域
振
興
に
係
る
交
流

■問
▼
市
民
協
働
課

（
緯〈

〉２
２
１
８
）

７１

ととなみチューリップフェアに参となみチューリップフェアに参加加

あんくるバスの規制（停車しないバス停）
南部線３便目（９：１２）、５便目（１０：５１）上之切
南部線３便目（９：１４）、４便目（１０：０３）、
５便目（１０：５３）和泉北

第

回
安
城
市
民
デ
ン
パ
ー
ク
駅
伝
大
会
の
交
通
規
制

３２
と
デ
ン
パ
ー
ク
無
料
デ
ー


